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 ７月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 令和３年７月２９日（木） 

開 催 日 時 午後３時００分 

開 催 場 所 別館３階 大会議室 

出 席 委 員 

教 育 長  三笘 眞治郎 

委   員  永 山  真 江 

委   員  木 下  靖 郎 

委   員  古田 嘉寿美 

職務代理者  岡 部  博 昭 

委   員  諌 本  憲 司 

委   員  奧 平  和 子 

出 席 参 与 

教 育 次 長 河野 徹 

学 校 教 育 課 長 西胤 英明 

文化財保護課長 吉田 博嗣 

咸宜園教育研究センター長 華藤 善紹 

兼 世界遺産推進室長  

学 校 給 食 課 長 羽田 康浩 

 教 育 総 務 課 長 塚原 美保 

 社 会 教 育 課 長 園田恭一郎 

 博 物 館 長 行時 志郎 

 淡 窓 図 書 館 長 穴井 健生 

 人権・部落差別解消教育課長 梶原 英幸 

書 記 教育総務課 総務企画係 主幹（総括） 渡辺 寛幸 

附 議 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第44号 教育に関する事務の管理及び執行の状況についての

点検及び評価報告書について 

議案第45号 日田市学校運営協議会委員の任命について 

議案第46号 日田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の施行期日を定める規則の制定につい

て 

議案第47号 日田市民文化振興会議委員の委嘱について 

議案第48号 日田市立淡窓図書館協議会委員の任命について 

議案第49号 日田市文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第50号 日田市文化財保存活用地域計画協議会委員の委嘱に

ついて 

報告第18号 令和３年６月期寄附採納について 
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 皆さん、こんにちは。 

ただいまから７月の定例教育委員会を開催いたします。 

前回議事録の確認でございますが、６月定例教育委員会の議事

録について、変更はございませんでしょうか。（「はい」と呼ぶ

者あり） 

御了解いただきましたら、本会議終了後に署名をお願いいたし

ます。 

続きまして、教育長の一般報告につきましては、御手元に配付

しております資料により報告とさせていただきます。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

議案第４４号について説明をお願いします。 

 

それでは議案集の１ページをお願いいたします。 

議案第４４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況につい

ての点検及び評価報告書についてでございます。 

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に

基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検

及び評価報告書を作成するものでございます。 

この報告書は、議会に提出するとともに、公表を行うこととさ

れておりまして、報告書の作成から公表までのスケジュールにつ

きましては、６月の定例教育委員会におきまして御協議いただき

ましたとおり、本日の７月定例教育委員会で報告書の原案を決定

し、８月２３日に、外部評価員の先生方への説明会の開催と御意

見等を踏まえた修正を行った後に、１１月の定例教育委員会での

御承認を経て、公表を行う予定でございます。 

それでは報告書の事務局案につきまして、別冊資料により、主

な点について説明をさせていただきます。 

別冊の報告書の資料７ページをご覧ください。 

昨年度実施しました令和元年度分の点検・評価から、新型コロ

ナウイルス感染症関連の記載を追加しておりますが、令和２年度

分につきましても影響が継続しておりますことから、７ページか

ら８ページにかけまして、小中学校の対応、所管施設の状況、イ

ベント等の実施状況について記載をしております。 

続いて１１ページをご覧ください。 

評価の基準についての変更点でございます。 

中段の個別評価の欄でございますが、１番下に評価困難という

評価ランクを新たに設けております。 

これは、そのページの上から８行目ほどに記載のとおり、新型

コロナウイルス感染症の影響が大きく、目標値に対する実績値が
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教 育 長 

 

 

 

岡 部 委 員 

 

 

 

測れないものや、会議やイベントの中止を余儀なくされたため

に、事業の大部分が実施出来なかった取組などにつきまして、評

価困難とするものでございます。 

各事業に対する新型コロナウイルス感染症の直接的な影響につ

きましては、令和元年度は年度末の２か月程度でございました

が、令和２年度につきましては、年度を通して影響が継続してい

ること、また、昨年度外部評価員の先生からも、流行性疾患によ

り進捗率が低下した事業については、評価の対象とすべきでない

との御意見をいただいていたこともございまして設定をしたとこ

ろでございます。 

その他の評価項目につきましては変更ございませんが、評価に

当たってはより一層、客観的な評価理由の記載を行うよう努めた

ところでございます。 

１８ページ以降が評価調書となりますけれども、本日は時間の

都合もございますので、個別の評価調書の説明は割愛させていた

だきたいと存じます。 

全体の評価の概要につきましては、別紙の総合評価総括表とい

う１枚ものの資料で説明をさせていただきます。 

総括表の裏面でございますけれども、概要だけ御説明させてい

ただきますと、評価単位となります取組は、昨年と同数の５１項

目でございます。 

総合評価をＡとしたものが３８項目、Ｂが１項目、総合評価が

ＢからＡとなった項目が２項目となっております。 

また、新型コロナウイルスの影響が大きく事業や取組の全てが

評価困難となったために、主な取組全体としても評価困難となっ

たものが、１２項目となっております。 

評価困難となったものの内訳は、学校教育で２項目、社会教育

で５項目、図書館で１項目、スポーツで２項目、文化振興で２項

目となっております。 

報告書の説明につきましては以上でございます。 

 

議案第４４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況につい

ての点検及び評価報告書についての説明でございました。 

これについて何か御質疑等はございませんでしょうか。 

 

１１ページの調書の総合評価のランクのＡＢＣＤ、この右側平

均値が０というのは評価してないのかなと、これは横棒の方がい

いと思います。 
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教 育 長 

 

横棒に訂正をさせていただきたいと思います。 

 

そのように訂正をお願いします。 

ほかにございませんでしょうか。 

 

過去数年分をずっと見返してみると、すばらしいものになって

きたなと喜びながら拝見しました。 

例えば、今年度の８１ページのところで、標本のデータ化が出

来た点数に具体的な数字が出てきたりすると、とても見る側とし

てわかりやすい、成果がわかりやすいなと思ったことが１点と、

ずっと見返してきて、今年の分がとっても見やすかったのです

が、フォントが変わったのでしょうか。 

ユニバーサルデザインのフォントに変えたのかなと、全体とし

てものすごく見やすくなったと思いました。以上です。 

 

今の質問について、よろしいでしょうか。 

 

フォントにつきましてはおっしゃるとおり、ユニバーサルデザ

インの字体に移行していくということで今、進めております。 

同じポイント数であっても大変見やすいなと実感したものです

から、早速、今年の分から使わせていただいているところであり

ます。 

 

全体を見た感想は永山委員と全く一緒ですが、今年度はやっぱ

りコロナ関係で、評価困難という項目が１個出てきたという１番

大きなところで各項目を見ると、個別の評価とか、各事業の中

で、中止になったけれども、この辺は出来たので評価を５とした

というのもあれば、中止がこのくらいあったので、結局、評価困

難としたという、その境目が、どうしてもそれぞれの主観になっ

てきているなというのはありました。個人の意見としてもどうか

なというので何回か見直しましたが、この辺はできれば、その評

価があった方がいいのかも分かりませんが、これしかやりようが

ないのかなということで、個人的には納得をしました。 

それから、それにしても各個別評価の中では客観的にその事情

も内容も含めて記述がされていたので、その方がむしろ大事なの

ではないかなと思いました。以上です。 

 

そのほか何かございませんでしょうか。 

事前に質問事項等をいただいておりました。 
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教 育 長 

 

その中で一部修正や訂正があるということで、先ほど勉強会で

説明があったところでございますけれども、それを含めて、この

議案第４４号については、原案のとおりといいますか、訂正も含

めてご承認をいただけますでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あ

り） 

議案第４４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況につい

ての点検及び評価報告書については、一部訂正等も踏まえて、そ

の他については原案のとおり可決するということで決定をさせて

いただきたいと思います。 

続きまして議案第４５号について説明をお願いします。 

 

議案第４５号 日田市学校運営協議会委員の任命についてでござ

います。 

議案集の２ページから４ページでございます。 

日田市学校運営協議会の委員の任命につきましては、本年４月

期の定例教育委員会で、３９２名の方について御議決をいただき

ましたが、その後、育友会やＰＴＡ関係者、それから自治会関係

者等の改選等により、５月期及び６月期の定例教育委員会におい

て、それぞれ５８名、６名の追加、変更をお諮りしたところで

す。 

今回につきましては、小野小学校におきまして、第１回運営協

議会の中で、より実動的な組織にしていくために、育友会関係者

については、これまで育友会長、副会長ということで、役職指定

で選任していましたが、副会長の１名は、専門部長の方を委員と

して任命し、その方がより専門的な焦点を絞った活動ができるの

ではないかという意見が出され、それが承認されたことに伴い、

変更となった１名の委員についてお諮りするものでございます。 

２ページをお願いします。 

具体的には、表に示しております小野小学校の育友会母親部長

の小袋恵美氏が、区分⑴対象学校に在籍する児童の保護者とし

て、委員の任命をお諮りすることとなります。 

なお、３ページの名簿の２番に網かけをしております髙瀬知美

氏が、今回の小袋恵美氏の任命に伴い、退任されることとなって

おります。 

また、今回お諮りする委員の任期は、令和３年７月１日から令

和４年３月３１日までとなっております。以上お諮り致します。 

 

議案第４５号 日田市学校運営協議会委員の任命についての説

明でございました。 
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これについて何か御質疑はございませんでしょうか。 

なければ議案第４５号 日田市学校運営協議会委員の任命につ

いては、原案のとおり可決してもよろしいでしょうか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

議案第４５号は、原案のとおり可決されました。 

続きまして議案第４６号について説明をお願いします。 

 

議案第４６号 日田市公民館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の施行期日を定める規則の制定についてでござ

います。 

６ページの概要をご覧ください。 

５月の定例教育委員会、また、６月の議会におきまして可決い

たしました「日田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例」の施行日を規則で定めるものでございまして、日

田市天瀬公民館東渓分館の供用開始を行うに当たりまして、当該

施行期日を定めるものでございます。 

施行期日は、令和３年８月１７日からとするものでございま

す。 

この東渓分館につきましては、日田市天瀬総合福祉センター、

日田市馬原出張所、日田市立東渓診療所との複合化によりまし

て、現在、一体的に整備が行われております。 

工事は、この既存施設の解体までの工期を含めておりますの

で、竣工予定は１２月１０日となっているところでございます

が、この竣工を早期に実施するため、建物自体は８月早々には利

用可能となることが明らかとなりましたことから、一部引渡しを

受けまして、８月１７日から供用開始とするものでございます。 

新しい施設の概要につきましては、資料のとおりでございま

す。 

また、解体後には、移転に伴います用地の所管替え等の手続も

ございますので、これにつきましては、また改めて提案させてい

ただきたいと考えております。以上でございます。 

 

議案第４６号 日田市公民館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の施行期日を定める規則の制定についての説明

でございました。 

これについて何か御質疑はございませんでしょうか。 

なければ議案第４６号につきましては、原案のとおり可決して

もよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり ） 

議案第４６号 日田市公民館の設置及び管理に関する条例の一
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淡 窓 図 書 館 長 

 

 

 

部を改正する条例の施行期日を定める規則の制定については、原

案のとおり可決されました。 

続きまして議案第４７号について説明をお願いします。 

 

議案集の７ページをお願いいたします。 

議案第４７号 日田市民文化振興会議委員の委嘱についてでご

ざいます。 

委員のうち２名に異動がございましたことから、９ページに関

係条文を記載しておりますけれども、日田市文化振興条例第１０

条第２項の規定に基づきまして、後任の委員の委嘱についてお願

いするものでございます。 

新しい委員については記載のとおりでございまして、坂本様と

木下様の新任２名でございます。 

８ページに選任前の名簿を記載しておりますが、網かけ部分の

髙倉委員と武内委員に代わりまして、それぞれの母体から選出さ

れたものでございます。 

また、任期につきましては、この９ページの第１０条第３項に

おきまして、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とするとなっておりまして、市議会議員でございま

す坂本様につきましては、交代をする期日が６月２９日であると

いうことで、６月２９日まで遡って委嘱をいたします。 

一方、連合育友会役員の木下様につきましては、委嘱決定後の

交代ということで月替わりの８月１日からと、それぞれ取扱いが

異なりますけれども、最終的な任期は、令和５年の７月７日まで

とするものでございます。以上でございます。 

 

議案第４７号 日田市民文化振興会議委員の委嘱についての説

明でございました。 

これについて何か御質疑はございませんでしょうか。 

なければ議案第４７号については、原案のとおり可決してもよ

ろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第４７号 日田市民文化振興会議委員の委嘱については、

原案のとおり可決されました。 

続きまして議案第４８号について説明をお願いします。 

 

議案第４８号 日田市立淡窓図書館協議会委員の任命につい

て、御説明いたします。 

議案集の１０ページをお願いいたします。 

本案は、委員の異動に伴いまして、日田市立淡窓図書館条例第
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４条の規定に基づき、後任の委員を任命するものでございます。 

新任の委員は学識経験者で、日田市議会議員の大谷敏彰様でご

ざいます。 

任期は本年６月２９日から令和４年３月３１日までで、前任者

の残任期間とするものでございます。 

なお、１１ページに８名の委員名簿を掲載しておりますが、こ

のうち７番の日田市議会議員 髙倉貴子様が退任されます。 

また、１２ページに関係する法及び施行規則並びに条例を記載

しております。 

議案第４８号につきましては、以上でございます。 

 

議案第４８号 日田市立淡窓図書館協議会委員の任命について

の説明でございました。 

これについて何か御質疑はございませんでしょうか。 

なければ議案第４８号 日田市立淡窓図書館協議会委員の任命

については、原案のとおり可決してもよろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第４８号 日田市立淡窓図書館協議会委員の任命について

は、原案のとおり可決されました。 

続きまして議案第４９号について説明をお願いします。 

 

議案集の１３ページをお願いいたします。 

議案第４９号 日田市文化財保護審議会委員の委嘱についてで

ございます。 

本案は、委員の任期満了に伴い、日田市文化財保護条例第４７

条の規定に基づき、新たに委員を委嘱するものでございます。 

なお、根拠となる条例につきましては、１５ページに記載をさ

せていただきました。 

第４７条には、審議会の委員の定数は２０人以内とし、学識経

験者、関係行政機関の職員等のうちから教育委員会が委嘱するも

のとなっております。 

また、第４８条には、委員の任期は、２年とし、再任を妨げな

いとされております。 

１３ページにお戻りください。今回委嘱する委員については、

表に記載の１２名でございますが、このうち、７番の神川建彦様

につきましては、新任となっております。 

また、そのほかの委員につきましては、再任の予定でございま

す。 

この１２名につきましては、任期が令和３年８月１日から令和
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５年７月３１日までの２年間となっております。 

１４ページをご覧ください。選任前の委員名簿でございます

が、網掛けの方が今回退任となる予定でございます。以上でござ

います。 

 

議案第４９号 日田市文化財保護審議会委員の委嘱についての

説明でございました。 

これについて何か御質疑はございませんでしょうか。 

なければ議案第４９号 日田市文化財保護審議会委員の委嘱に

ついては、原案のとおり可決してもよろしいでしょうか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

議案第４９号は、原案のとおり可決されました。 

続きまして議案第５０号について説明をお願いします。 

 

議案第５０号 日田市文化財保存活用地域計画協議会委員の委

嘱について御説明させていただきます。 

議案集は１６ページでございます。 

本案は、令和３年７月１日施行の日田市文化財保存活用地域計

画協議会設置要綱第３条第２項の規定に基づき、委員の委嘱をす

るものでございます。 

なお、根拠となる要綱につきましては、１８ページに記載をさ

せていただきました。 

第３条第１項には、協議会は委員２０人以内で組織すると規定

されており、第２項では、委員は、⑴文化財の所有者、⑵学識経

験を有する者、⑶商工及び観光団体等の関係者、⑷関係行政機関

の職員、⑸そのほか教育委員会が必要と認める者のうちから、教

育委員会が委嘱し、または任命するものとなっております。 

また、第４条では、委員の任期は３年とし、再任を妨げないと

されております。 

１６ページにお戻りください。今回委嘱する委員については、

表に記載の１４名でございます。 

表の選任区分にございますとおり、先に御説明をいたしました

設置要綱第３条第２項に基づき、選任をさせていただいたところ

でございます。 

このうち、１番の古田嘉寿美様につきましては、御実家の登録

有形文化財について、建造物の活用を図られていることなどか

ら、このたび参画を御依頼するものでございます。 

続けて２番から５番までの方は、学識経験を有する者として、

県外の大学教授等であり、また、１０番の佐藤信様は大分県教育
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庁文化課の職員、そのほかの９名につきましては、日田市民及び

日田市の出身者となっております。 

この構成につきましては、ほかの市町村と比較しても多くの市

民が参画する協議会であることが特徴の一つでございます。 

以上の１４名につきましては、任期が令和３年８月１日から令

和６年７月３１日までの３年間となっております。 

議案の第５０号につきましては、以上でございます。 

 

議案第５０号 日田市文化財保存活用地域計画協議会委員の委

嘱についての説明でございました。 

これについて何か御質疑ございませんでしょうか。 

なければ議案第５０号 日田市文化財保存活用地域計画協議会

委員の委嘱については、原案のとおり可決してもよろしいでしょ

うか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第５０号は、原案のとおり可決されました。 

議案は以上でございます。 

続きまして報告事項に入ります。 

 

議案集の１９ページをお願いいたします。 

報告第１８号 令和３年６月期の寄附採納についてでございま

す。 

まず、地区寄附の採納が１名１件あり、若宮町の千原幹雄様か

ら若宮小学校へ、書２幅、相当額は不明でございますが、御寄附

をいただいております。 

千原様は、書家千原艸炎として活動されており、今回お住まい

の地域で、母校である若宮小学校へ教育振興のために御寄附をい

ただいたものでございます。 

次に一般寄附採納が１団体１件あり、日田商工会議所青年部か

ら、市内の小学校へ１冊ずつ、淡窓図書館に７冊、計２５冊の絵

本「おかねってなぁに？」、５万円相当を御寄附いただいており

ます。 

この絵本は、日本商工会議所青年部が子どもたちにお金の大切

さを伝え、一万円紙幣の顔となる予定の渋沢栄一を知ってもらお

うと制作したもので、絵本を通じて、お金の大切さを学んでほし

いと、御寄附いただいたものでございます。 

６月につきましては、以上２件、物品相当額５万円の御寄附を

いただいております。以上でございます。 

 

報告第１８号 令和３年６月期の寄附採納についての説明でご
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ざいました。 

これについて何か御質疑はございませんでしょうか。 

報告事項は以上でございます。 

８月期の定例教育委員会の日程について説明をお願いします。 

 

次回、８月期の定例教育委員会の日程についてでございます

が、８月２０日金曜日１３時３０分から勉強会、１５時から定例

教育委員会でお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

８月期定例教育委員会は、８月２０日金曜日１３時半から勉強

会、１５時から定例教育委員会ということでございますけれど

も、よろしいでしょうか。 

それではそのようにお願い致します。 

ほかに何かございますか。ないようですので、７月期定例教育

委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

終了時刻：午後３時３２分 

 


